
令和３年度～令和７年度

均等割非課税基準

扶養の人数 合計所得 給与収入

０人 380,000円以下 930,000円以下

１人 828,000円以下 1,378,000円以下

２人 1,108,000円以下 1,683,999円以下

３人 1,388,000円以下 2,099,999円以下

４人 1,668,000円以下 2,499,999円以下

５人 1,948,000円以下 2,899,999円以下

６人 2,228,000円以下 3,299,999円以下

７人 2,508,000円以下 3,687,999円以下

８人 2,788,000円以下 4,035,999円以下

９人 3,068,000円以下 4,387,999円以下

１０人 3,348,000円以下 4,735,999円以下

※障がい者・ひとり親・寡婦・未成年…合計所得135万円以下（給与収入2,043,999円以下）非課税

令和３年度～令和７年度

所得割非課税基準

扶養の人数 合計所得 給与収入

０人 450,000円以下 1,000,000円以下

１人 1,120,000円以下 1,703,999円以下

２人 1,470,000円以下 2,215,999円以下

３人 1,820,000円以下 2,715,999円以下

４人 2,170,000円以下 3,215,999円以下

５人 2,520,000円以下 3,703,999円以下

６人 2,870,000円以下 4,139,999円以下

７人 3,220,000円以下 4,575,999円以下

８人 3,570,000円以下 5,015,999円以下

９人 3,920,000円以下 5,451,999円以下

１０人 4,270,000円以下 5,887,999円以下

扶養の人数が１人以上の場合、下記の計算式で求めた金額以下

（扶養の人数＋１）×280,000円＋268,000円

扶養の人数が１人以上の場合、下記の計算式で求めた金額以下

（扶養の人数＋１）×350,000円＋420,000円


